
令和４年 （フ） 第８６０号 破産中立事件

破 産 者

　　

株式会社太白カントリークラブ

破産管財人の報告書 （第 ２ 回）

第１ 破産財団の経過と現状

　

別紙財産目録 （兼貸借対照表）、収支計算書に記載のとおりである。

　

債権者らが提起していた詐害行為取消等請求訴訟につき、 当破産管財人が一部

受継したこと、 そしてこの訴訟の判決が出るまでの間、 破産管財人によるゴルフ

場であった土地 （本件土地） の管理行為を暫定的に認めるよう求める内容の仮処

分申立てを行ったことは前回集会で報告した。

　

上記２つの裁判については審理係属中である。 詐害行為取消等請求訴訟につい

ては次回期日が令和５年１２月２６日午後２時３０分～、 次々回期日が令和６年

　

２月 ２０日午前１１時３０分～と指定されている。 各当事者による主張立証がな

　

されており、 裁判所が鋭意争点整理をしているところである。

　

また、 仮処分事件については、 次回期日が令和５年１２月１５日午後１時３０

分～と指定されている。 同期日までに債務者側の反論がなされる予定であり、 当

破産管財人としては債務者側の反論に的確に対応し、 なるべく早期に決定を得ら

れるように努めたい。

第２

　

配当に関する見通しと今後の方針

　

前回集会でも報告したとおり、当破産管財人としては、 本件土地の所有権を回

　

復し、 本件土地を含めた設備一式を第三者に譲渡することによって換価を行い、

破産債権者に対する配当を行いたいと考える。 破産管財人が本件土地の所有権を

　

回復し、 そして、 破産管財人から本件土地の所有権を譲り受けた者が、 再びゴル

　

フ場経営を行うという場合には、 ゴルフ場運営の再開があり得るが、 ゴルフ場運

　　　　　　　　　　　　

Ｉ



営が再開されるか否かは、 裁判の結論如何に関わることであり、 また本件土地所

有権取得者の意向に関わるものである。

　

現時点で配当の見通しや配当率などを述べることはできないが、 上記各裁判に

注力し、 なるべく高率の配当が行えるよう努めたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

以

　　

上

２



仙台地方裁判所

　

令和４年 （フ） 第８６０号

破産者

　

株式会社太白カントリークラブ

財

　

産

　

目

　

録 （兼貸借対照表）

緬 昨，， ，，

　

（ｒｉ
ｌｒ－キー

破産管財人

　

阿

　

部

　

弘

　

掃き上げ

　

Ｔｅｌ

　

０２２－２２３－２９０５

　

／

　

Ｆａｘ ０２２－２２３－２９１５

１ 資産の部

Ｎｏ． 科

　　　　

目 評

　

価

　

額

　

（円）
回

　

収

　

額

　

（円）
備

　　　　　　

考 残務

Ｉ

現，金 ０ １０，５７８，１１２

①予納金 １０’０００’０００中立債権者予納

②保管現金 ５７８，１１２

２

預貯金 １，１７３，７２１

①七十七銀行

　

長町支店

　

普通

　

５７８０６４１ ０Ｒ５，１０，３１ 預金残高３０８，９２０円 １

②仙台銀行

　

宮城町支店

　

普通

　

００６１１６３ ０Ｒ５．１０，３１ 預金残高７，４３３，０２５円 １

③ＳＢＪ銀行

　

東京本店営業部

　

普通

　

００５５６５４ １，１７３，７２１解約済み

３
自動車

軽自動車１台 （仙台４８０き５６１４

　

平成９年式）
０ １

４ 什器・備品類 ０ 不明 ■

５

不動産 ８，９３５，８２４ ０ 左記評価額は固疋貝駈．，

①建物

　

品－白市′・一メ期

　　

▼≠太夫１３４

　　　

一般倉庫

　

１３１，２１話
１，２５１，９９０ ０ １

②建物

　

仙台市太白区秋保湯元字太夫１３４－２

　　　

－般倉庫

　

３１６．７５話
７，６８３，８３４ ０ ■

６ 損害賠償請求権 ９‐１８，０００，０００ ０

・株式会社ブルーキャピタルマネジメン
ト外８名に対する詐筈行為取消請求訴訟
に基づく損害賠償請求権（仙台地方裁判
所令和５年 （ワ） 第１６１号事件係属
中）

・不動産仮処分命令申立事件（仙台地方
裁判所令和５年 （ョ） 第３９号事件係属
中）

－

７

その他 ３０３，９９６

①立替金（元従業員源泉所得税） ２２，５００

②消費税地方消費税還付金 １４４，７９２

③ゴルフ場利用税特別徴収義務者交付金 ９，７００令和５年度分

④労働保険還付金 １２６，９７５

⑤預金利息 ２９

資産総合計 ９５６，９３５，８２４ １２，０５５，８２９



負債の部

ＮＱ 科

　　　　

目 評

　

価

　

額

　

（円）
支

　

払

　

額

　

（円） 備

　　　　　

考 残務

Ｉ

財団債権

①公租公課 ８６３，９１６ ０ －

②継続使用料
（電気、水道料金等）

３，７３５，３２９ ３，７３５，３２９ゴルフ場敷地の維持管理のため継続中 ■

③確定申告費用
（源泉徴収税の支払いを含む） ６６０，０００ ６６０，０００

清算確定時までの申告費用が発生予定
（決算期３月末）

１

④訴訟費用等
（印紙代、予納金等）

２，９２５，４２８ ２，９２５，４２８
・詐審行為取消請求訴訟
・不動産仮処分命令申立事件
に係る印紙代等諸費用

■

⑤管財事務経費
Ｇ副言費、交通費、 振込手数料等）

１５５，９８６ １５５，９８６ ■

２ 優先債権 ０ ０ １

３
一般債権
申立債権者の破産申立に記載の額 １，２４２，６１０，０００ ０ １

４
劣後債権

未確定
未確定 ０ １

負債総合計 １，２５０，９５０，６５９ ７，４７６，７４３



仙台地方裁判所

　

令和４年（フ）第８６０号

破産者

　

株式会社太白カントリークラブ

　　　　　　

収

　

支

　

計

　

算

　

書

　　　　　　　　　　　　　　　

令和５年１１月１５日

　　　

ａｉき き．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

破産管財人

　

阿

　

部

　

弘

　

樹ミ湿 り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｔｅｌ

　

０２２一２２３‐２９０５

　

／

　

Ｆａｘ ０２２‐２２３‐２９１５

１ 収入の部

　　　　　　　　　　　　　　

金

　　

１２

　

０５５

　

８２９

　　

円

Ｎｏ． 科

　　　　

目 金

　

額

　

（円）

　　　

備

　　　　　

考

（別添財産目録（兼貸借対照表）記載のとおり）

ー１１【
現

　　

金 １０，５７８，１１２

２ 預 貯 金 １，１７３，７２１

３ 自動車 ０

４ 什器備品類 ０

５ 不動産 ０

６ 損害賠償請求権 ０

７ その他 ３０３，９９６

合

　　　

計 １２１０５５，８２９

円２

　

支出の部

　　　　　　　　　　　　　　

金 ７

　

４７６

　

７４３

Ｎｏ 科

　　　

目 金

　

額

　

（円）

　　　

備

　　　　　

考

御」添財産目録（兼′貸借対照表）記載のとおり）

Ｉ

財団債権

①公租公課 ０

②継続使用料
（電気、水道料金等）

３，７３５１３２９

③確定申告費用
（源泉徴収税の支払いを含む）

６６０，０００

④訴訟費用等
（印紙代、予納金等）

２１９２５，４２８

⑤管財事務経費

　

（通信費、交通費、振込手数料等）
１５５，９８６ 管財人立替金約６０，０００円

２ 最後配当金 ０

３ 管財人報酬 ０

合

　　　

計 ７，４７６，７４３

３

　

差引残高 （通帳残高）

　　　　　　　

金

　　　

４

　

５７９

　

０８６

　　　

円


